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指
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指
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告
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営
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改
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業
変
更
計
画
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縦
覧 
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農
村
振
興
課
）　
　

四
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発
行
為
に
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す
る
工
事
の
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了 

（
建
築
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課
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結
果
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四

規　
　
　

則

　

中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
六
号

　
　
　

中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
八
の
項
中
「
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
、
第
五
号
及
び
第
六
号
」
に
、「
か
ら
第
八
号
ま
で
」
を
「
、

第
七
号
及
び
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
の
十
七
の
項
中
「
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
小
企
業
等
経
営
強
化

法
」
に
、「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓　

令　

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
八
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
経
済
商
工
観
光
部
長
の
中
小
企
業
支
援
室
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
「
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業

活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第
三
十

七
条
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
三
十
八
条
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
十
条
」
を
「
第
三
十

九
条
」
に
改
め
、
同
表
中
小
企
業
支
援
室
長
の
専
決
事
項
の
項
第
二
号
中
「
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に

関
す
る
法
律
の
」
を
「
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
の
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
第
九
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
同

号
ロ
中
「
第
十
条
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
」
を
「
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
七
号

　

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
条
例
第
六
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
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り
、
次
の
と
お
り
知
事
指
定
薬
物
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

　

１ 　

化
学
名　

エ
チ
ル
＝
二

－

﹇
一

－

（
四

－

フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）

－

一
Ｈ

－

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル

－

三

－

カ
ル
ボ
キ

サ
ミ
ド
﹈

－

三

－

メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
：
Ｅ
Ｍ
Ｂ

－

Ｆ
Ｕ
Ｂ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ
）

　

２ 　

化
学
名　

Ｎ

－

（
一

－

ア
ミ
ノ

－

一

－

オ
キ
ソ

－

三

－

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン

－

二

－

イ
ル
）

－

一

－

（
シ
ク
ロ

ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル
）

－

一
Ｈ

－

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル

－

三

－

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
：
Ａ
Ｐ
Ｐ
－

Ｃ
Ｈ
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ
又
は
Ｐ
Ｘ

－

３
）

　

３ 　

化
学
名　

三

－

メ
ト
キ
シ

－

二

－

（
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）

－

一

－

（
四

－

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン

－

一

－

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
：
Ｍ
ｅ
ｘ
ｅ
ｄ
ｒ
ｏ
ｎ
ｅ
又
は
４

－

Ｍ
Ｍ
Ｃ

－

Ｏ
Ｍ
ｅ
）

二　

指
定
の
理
由

　

 　

中
枢
神
経
系
の
興
奮
若
し
く
は
抑
制
又
は
幻
覚
の
作
用
（
当
該
作
用
の
維
持
又
は
強
化
の
作
用
を
含
む
。）
を
有

す
る
蓋
然
性
が
高
く
、
か
つ
、
人
の
身
体
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

三　

指
定
の
効
力
が
生
ず
る
日

　
　

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
八
号

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

実
施
年
月
日

実　

施　

区　

域

検
査
受
付
時
間

実
施
の
場
所

平
成
二
十
八
年

十
月
五
日

白

石

市

越
河
、
斎
川
、

大
平
、
大
鷹
沢
、

白
川
、
小
原
地
区

午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
半
ま
で

白
石
市
役
所
正
面
駐
車
場
（
車

庫
）

　

同
十
月
六
日

白

石

市

福
岡
、
白
石
地
区

（
南
町
・
田
町
・

本
町
・
中
町
自
治

会
）

午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
半
ま
で

白
石
市
役
所
正
面
駐
車
場
（
車

庫
）

　

同
十
月
七
日

白

石

市

白

石

地

区

（
南
町
・
田
町
・

本
町
・
中
町
自
治

会
を
除
く
）

午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
半
ま
で

白
石
市
役
所
正
面
駐
車
場
（
車

庫
）

　

同
十
月
十
二
日

名

取

市

全

域

午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

名
取
市
役
所
東
側
駐
車
場

　

同
十
月
十
三
日

名

取

市

全

域

午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

名
取
市
役
所
東
側
駐
車
場

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
九
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

認
証

番
号

品　

目

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

製
造
所
等
の
所
在
地

百
三
十

一

乾
の
り
・

焼
き
の
り

株
式
会
社
飯
塚
海
苔
店

株
式
会
社
飯
塚
海
苔
店

仙
台
市
若
林
区
卸
町
東
一
丁
目
四

番
十
六
号

百
八
十

乾
の
り
・

焼
き
の
り

有
限
会
社
今
野
商
店

株
式
会
社
七
福
茶
本
舗

佐
藤
海
苔
店

仙
台
市
泉
区
北
中
山
四
丁
目
十
三

番
十
一
号

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
八
月
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

気
仙
沼
市
唐
桑
町
崎
浜
一
〇
〇
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
気
仙
沼
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）
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〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
七
一
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
南
三
陸
町
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大

河
原
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

丸
森
梁
川
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

伊
具
郡
丸
森
町
字
由
縄
坂
二
〇
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
字
由
縄
坂
二
〇
番
一
地
先
ま
で

前

　

六
・
四
〜

 

一
六
・
一

 

四
一
・
〇

後

　

六
・
四
〜

 

七
・
〇

 

四
一
・
〇

伊
具
郡
丸
森
町
字
大
畑
三
二
番
三
地
先
か
ら

同
郡
同
町
字
大
畑
三
〇
番
五
地
先
ま
で

前

　

六
・
一
〜

 

一
九
・
四

 

七
〇
・
〇

後

　

六
・
一
〜

 

一
六
・
五

 

七
〇
・
〇

伊
具
郡
丸
森
町
字
大
畑
二
一
番
二
地
先
か
ら

同
郡
同
町
字
大
畑
二
一
番
二
地
先
ま
で

前

　

六
・
二
〜

 

一
三
・
八

 

六
〇
・
〇

後

　

六
・
二
〜

 

八
・
〇

 

六
〇
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大

河
原
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

丸
森
梁
川
線

伊
具
郡
丸
森
町
字
片
岸
六
番
六
地
先
か
ら

同
郡
同
町
字
川
田
島
八
四
番
四
地
先
ま
で

平
成
二
十
八
年

八
月
二
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
号

　

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
市
街
地
再
開
発

組
合
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

海
岸
通
一
番
二
番
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

三　

施
行
地
区

　

 　

塩
竈
市
海
岸
通
一
番
の
一
部
、
二
十
六
番
、
三
十
三
番
、
三
十
四
番
、
三
十
五
番
、
三
十
六
番
、
三
十
七
番
、
三

十
九
番
一
、
三
十
九
番
二
、
四
十
番
一
、
四
十
一
番
、
四
十
三
番
、
四
十
四
番
一
、
四
十
五
番
一
、
四
十
六
番
一
、

四
十
七
番
二
、
四
十
八
番
一
、
四
十
九
番
一
、
四
十
九
番
三
、
五
十
番
一
、
五
十
一
番
一
、
五
十
二
番
一
、
六
十
七

番
、
六
十
八
番
、
六
十
九
番
、
七
十
番
、
七
十
一
番
、
七
十
二
番
、
七
十
三
番
、
八
十
二
番
、
八
十
六
番
、
八
十
七

番
、
八
十
八
番
、
八
十
九
番
、
九
十
番
、
九
十
一
番
、
九
十
二
番
、
九
十
三
番
、
九
十
四
番
、
九
十
五
番
、
九
十
六

番
、
九
十
七
番
二
、
百
一
番
、
百
二
番
、
百
四
番
、
百
五
番
、
百
六
番
、
百
七
番
、
百
八
番
、
百
九
番
、
百
十
番
、
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百
十
一
番
、
百
十
二
番
、
百
十
三
番
、
百
十
四
番
、
百
十
五
番
、
百
十
七
番
、
百
十
八
番
、
百
十
九
番
、
百
二
十
番
、

百
二
十
一
番
、
百
二
十
二
番
、
百
二
十
三
番
、
百
二
十
四
番
、
百
二
十
五
番
、
百
二
十
七
番
、
百
二
十
八
番
、
百
三

十
二
番
、
百
三
十
三
番
、
百
三
十
四
番
、
百
三
十
五
番
、
百
三
十
六
番
、
百
三
十
七
番
、
百
三
十
八
番
、
百
三
十
九

番
、
百
四
十
二
番
、
百
四
十
四
番
、
百
四
十
五
番
、
百
四
十
六
番
、
百
五
十
四
番
、
百
五
十
五
番
、
百
五
十
八
番
一

の
一
部
、
二
百
番
一
の
一
部
及
び
三
・
三
・
百
三
十
二
号
一
国
幹
線
の
一
部

四　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

塩
竈
市
海
岸
通
二
番
十
一

五　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
七
年
五
月
十
九
日

六　

変
更
の
内
容

　
　

事
務
所
の
所
在
地
を
「
塩
竈
市
海
岸
通
三
番
十
号
」
に
変
更
す
る
。

七　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
二
日

公　
　
　

告

〇
県
営
上
福
田
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））
計
画
の
一
部

を
変
更
す
る
た
め
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
事
項
を
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

一　

変
更
後
の
事
業
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
の
と
お
り

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
八
百
三
十
四
番
、
八
百
三
十

五
番
、
八
百
三
十
六
番
一
、
八
百
三
十
七
番
一

　

愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
東
桜
一
丁
目
九
番
二
十
六
号

 

株
式
会
社
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｏ
Ｓ
ウ
イ
ン
グ

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
30号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
28年
４
月

か
ら
６
月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
係
る
定
期
監
査
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
平
成
28年
８
月
26日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
齋
　
　
藤
　
　
正
　
　
美
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
坂
　
　
下
　
　
　
　
　
賢
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
日

監
査
実
施
機
関
 

監
査
実
施
日
　
　
　

〇
総
務
部

　
地
方
機
関

　
　
公
務
研
修
所
 

４
月
１
日

〇
経
済
商
工
観
光
部

　
地
方
機
関

　
　
大
崎
高
等
技
術
専
門
校
 

５
月
26日

　
　
気
仙
沼
高
等
技
術
専
門
校
 

５
月
25日

　
　
宮
城
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
 

４
月
15日

〇
農
林
水
産
部

　
地
方
機
関

　
　
病
害
虫
防
除
所
 

６
月
14日

〇
教
育
庁

　
地
方
機
関

　
　
北
部
教
育
事
務
所
 

４
月
４
日

　
　
北
部
教
育
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
 

６
月
７
日

　
　
東
部
教
育
事
務
所
 

５
月
12日

　
　
東
部
教
育
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
 

５
月
11日

　
　
南
三
陸
教
育
事
務
所
 

５
月
17日
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蔵
王
自
然
の
家
 

４
月
26日

　
　
志
津
川
自
然
の
家
 

５
月
18日

　
　
古
川
高
等
学
校
 

６
月
１
日

　
　
築
館
高
等
学
校
 

６
月
７
日

　
　
気
仙
沼
高
等
学
校
 

５
月
24日

　
　
名
取
高
等
学
校
 

６
月
９
日

　
　
村
田
高
等
学
校
 

４
月
26日

　
　
泉
高
等
学
校
 

６
月
14日

　
　
多
賀
城
高
等
学
校
 

６
月
21日

　
　
松
山
高
等
学
校
 

５
月
19日

　
　
宮
城
広
瀬
高
等
学
校
 

６
月
８
日

　
　
気
仙
沼
西
高
等
学
校
 

６
月
８
日

　
　
柴
田
高
等
学
校
 

５
月
27日

　
　
貞
山
高
等
学
校
 

６
月
21日

　
　
東
松
島
高
等
学
校
 

５
月
12日

　
　
田
尻
さ
く
ら
高
等
学
校
 

５
月
26日

　
　
亘
理
高
等
学
校
 

６
月
９
日

　
　
気
仙
沼
向
洋
高
等
学
校
 

６
月
９
日

　
　
大
河
原
商
業
高
等
学
校
 

５
月
27日

　
　
鹿
島
台
商
業
高
等
学
校
 

５
月
19日

　
　
第
二
工
業
高
等
学
校
 

６
月
８
日

　
　
美
田
園
高
等
学
校
 

４
月
26日

　
　
船
岡
支
援
学
校
 

４
月
１
日

　
　
西
多
賀
支
援
学
校
 

４
月
25日

　
　
角
田
支
援
学
校
 

４
月
25日

　
　
石
巻
支
援
学
校
 

４
月
15日

　
　
名
取
支
援
学
校
 

４
月
４
日

　
　
迫
支
援
学
校
 

５
月
11日

２
　
監
査
結
果

　
 　
平
成
27年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨

に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
特
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。

　
 　
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
に

注
意
を
し
ま
し
た
。

　
⑴
　
大
崎
高
等
技
術
専
門
校

　
　
 　
報
酬
及
び
賃
金
に
お
い
て
，
支
給
額
の
誤
り
及
び
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に

対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
〇
訓
練
委
託
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
報
酬
に
お
い
て
，
改
定
前
の
報
酬
月
額
で
支
給
を
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
９
件
（
３
名
）

　
　
　
　
・
正
支
給
額
計
　
976,470円

　
　
　
　
・
既
支
給
額
計
　
972,888円

　
　
　
　
・
追
給
額
　
　
　
　
3,582円

　
　
　
〇
臨
時
職
員
の
賃
金
に
お
い
て
，
支
給
定
日
を
過
ぎ
て
支
給
を
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
99,463円

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
31号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
公
営

企
業
会
計
に
係
る
平
成
28年
度
定
期
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
，
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
平
成
28年
８
月
26日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
齋
　
　
藤
　
　
正
　
　
美
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
坂
　
　
下
　
　
　
　
　
賢
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

記

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
年
月
日
並
び
に
事
業
概
要
等

　
　
別
紙
の
と
お
り
。

２
　
監
査
結
果

　
 　
平
成
27年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14

項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
特
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結

果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

別
紙
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〇
宮
城
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計

１
　
実
施
し
た
監
査
箇
所
及
び
監
査
年
月
日

　
　
企
業
局
公
営
事
業
課
（
水
道
経
営
管
理
室
を
含
む
。）　
　
平
成
28年
７
月
19日

　
　
大
崎
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
28年
７
月
13日

　
　
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
28年
７
月
14日

２
　
事
業
概
要

　
　
本
事
業
は
市
町
村
の
水
道
事
業
に
対
し
水
道
用
水
を
供
給
す
る
も
の
で
，
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

水
源

計
画
給
水
量
給
水
能
力

供
給
対
象
市
町
村

事
業（
給
水
）

開
始
年
度

大
崎
広
域
水
道
事
業
漆
沢
ダ
ム

南
川
ダ
ム
１
日
最
大

12万
㎥

１
日
最
大

10万1,150㎥

大
崎
市
，
栗
原
市
，
加
美
町
，

涌
谷
町
，
美
里
町
，
大
和
町
，

大
郷
町
，
富
谷
町
，
松
島
町
，

大
衡
村
 

（
10市
町
村
）
昭
和
55年
度

仙
南
・
仙
塩
広
域

水
道

事
業

七
ヶ
宿
ダ
ム
１
日
最
大

55万3,300㎥

１
日
最
大

27万9,000㎥

仙
台
市
，
塩
竈
市
，
白
石
市
，

名
取
市
，角
田
市
，多
賀
城
市
，

岩
沼
市
，蔵
王
町
，大
河
原
町
，

村
田
町
，
柴
田
町
，
亘
理
町
，

山
元
町
，松
島
町
，七
ヶ
浜
町
，

利
府
町
，
富
谷
町

 
（
17市
町
）

平
成
２
年
度

３
　
事
業
実
績

　
 　
平
成
27年
度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

給
水
量

決
　
　
算
　
　
額

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

事
業
収
益
事
業
費
用
当
年
度
純
利
益

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

大
崎
広
域

水
道
事
業

千
㎥

千
円

千
円

千
円

千
円

23,303
3,451,890

2,761,256
632,431

1,239,392

仙
南
・
仙
塩
広
域

水
道
事
業

71,588
13,261,219

9,426,985
3,760,443

8,235,040

合
　
　
計

94,891
16,713,109

12,188,241
4,392,874

9,474,432

　（
注
）１
　
合
計
の
金
額
は
，
千
円
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
　
２
 　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
を
含
み
，
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
を
除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額
で
あ

る
。

〇
宮
城
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計

１
　
実
施
し
た
監
査
箇
所
及
び
監
査
年
月
日

　
　
企
業
局
公
営
事
業
課
（
水
道
経
営
管
理
室
を
含
む
。）　
　
平
成
28年
７
月
19日

　
　
大
崎
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
28年
７
月
13日

　
　
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
28年
７
月
14日

２
　
事
業
概
要

　
　
本
事
業
は
工
場
及
び
事
業
所
に
対
し
工
業
用
水
を
供
給
す
る
も
の
で
，
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
事
業
廃
止
し
た
仙
南
工
業
用
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
，
事
業
の
清
算
を
進
め
た
。

事
　
業
　
名

水
　
源

給
水
能
力

給
　
　
水
　
　
区
　
　
域

事
業（
給
水
）

開
始
年
度

仙
塩
工
業
用

水
道

事
業
大
倉
ダ
ム
１
日
最
大

10万
㎥

仙
台
市
，
塩
竈
市
，
多
賀
城
市
，
七
ヶ
浜
町
，

利
府
町
，
大
和
町
，
富
谷
町
 
（
７
市
町
）
昭
和
36年
度

仙
台
圏
工
業
用

水
道

事
業
釜
房
ダ
ム
１
日
最
大

10万
㎥

仙
台
市
，
名
取
市
，
多
賀
城
市
，
七
ヶ
浜
町
，

利
府
町
 

（
５
市
町
）
昭
和
51年
度

仙
台
北
部
工
業
用

水
道

事
業
漆
沢
ダ
ム
１
日
最
大

５
万
 
8,500㎥

大
崎
市
，
加
美
町
，
大
和
町
，
大
衡
村

 
（
４
市
町
村
）
昭
和
55年
度

仙
南
工
業
用

水
道

事
業
七
ヶ
宿

ダ
ム

事
　
　
業
　
　
廃
　
　
止

３
　
事
業
実
績

　
 　
平
成
27年
度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

給
水
量

決
　
　
算
　
　
額

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

事
業
収
益
事
業
費
用
当
年
度
純
利
益

（
損
　
失
　
△
）
当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

（
未
処
理
欠
損
金
△
）

仙
塩
工
業
用

水
道
事
業

千
㎥

千
円

千
円

千
円

千
円

10,122
756,973

738,377
11,525

786,107

仙
台
圏
工
業
用

水
道
事
業

12,763
477,748

542,296
△
 
66,192

298,788

仙
台
北
部
工
業
用

水
道
事
業

7,327
572,366

437,669
132,727

△
 

763,779

仙
南
工
業
用

水
道
事
業

－
130,666

1,214
129,452

△
 

108,916

合
　
　
計

30,212
1,937,753

1,719,556
207,512

212,200

　（
注
）１
　
合
計
の
金
額
は
，
千
円
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
　
２
 　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
を
含
み
，
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
を
除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額
で
あ



（7）　平成28年８月26日　金曜日 第2786号宮　　城　　県　　公　　報
る
。

〇
宮
城
県
地
域
整
備
事
業
会
計

１
　
実
施
し
た
監
査
箇
所
及
び
監
査
年
月
日

　
　
企
業
局
公
営
事
業
課
　
　
平
成
28年
７
月
19日

２
　
事
業
概
要

　
 　
本
事
業
は
，
仙
台
港
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
及
び
地
域
の
振
興
に
資
す
る
事
業
へ
の
長

期
貸
付
等
を
行
っ
て
い
る
。

３
　
事
業
実
績

　
　
平
成
27年
度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

決
　
　
算
　
　
額

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

事
業
収
益
事
業
費
用

当
年
度
純
利
益

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

（
未
処
理
欠
損
金
△
）

地
域
整
備
事
業

千
円

千
円

千
円

千
円

484,266
261,032

223,233
△
 

326,092

　（
注
）１
　
金
額
は
，
千
円
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
　
２
 　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
を
含
み
，
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
を
除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額
で
あ

る
。


